
船橋市産婦健康診査費用助成取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、船橋市の産婦健康診査を、里帰り等の理由により船橋市の発行する

産婦健康診査受診票を利用して現物給付を受けることができない者に対する健康診査費

用の助成金について必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 助成の対象者は、受診日に船橋市の住民基本台帳に記録されている産婦で、産婦

健康診査受診票を利用して現物給付によることができないと市長が認めた者とする。 

（助成対象期間） 

第３条 助成対象期間の始期は、助成対象者としての要件を満たすに至った日とする。し

たがって、他市町村から転入することによって助成対象者としての要件を満たすに至っ

た場合には、その転入日とする。 

２ 助成対象期間の終期は、助成対象者としての要件を欠くに至った日の前日とする。し

たがって、他市町村へ転出することによって助成対象者としての要件を欠くに至った場

合には、その他市町村の住民となった日の前日とする。 

（対象健康診査及び費用） 

第４条 助成の対象となる産婦健康診査は、産婦健康診査実施要綱（以下「実施要綱」と

いう。）第４条第２項に規定する回数の内、産婦健康診査受診票を利用して現物給付を受

けることできなかった産婦健康診査とする。 

２ 助成の対象費用は、前項の産婦健康診査受診票を利用して現物給付を受けることがで

きなかった産婦健康診査に要した費用とする。ただし、船橋市が定める産婦健康診査の

診査料の額を上限とする。 

（助成の申請） 

第５条 助成を受けようとする者は、受診後２年以内に船橋市健康診査費用助成金申請書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。 

⑴ 産婦健康診査の領収書の写し 

⑵ その産婦健康診査に該当する未使用の産婦健康診査受診票 

⑶ 助成を受けようとする者の指定する銀行口座の申請書（相手方登録申請書） 

⑷ その他市長が必要があると認める書類  



（助成金の支払） 

第６条 市長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査し、適正と認めた場

合は、船橋市産婦健康診査費用助成金支給決定通知書（様式第２号）により通知すると

ともに、申請のあった日から６０日以内に支払うものとする。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行し、同日以後の出産、または受診に係る産

婦健康診査について適用する。 

 

  



様式第１号  

船橋市産婦健康診査費用助成金申請書  

 

年   月   日    

 船橋市長  あて                    

住所            

申請者   氏名          印  

電話番号   

  

 産婦健康診査費用助成取扱要綱第 5 条の規定により次のとおり申請します。  

記  

 

1 助成申請額                       円  

○  添付書類  

 (1) 産婦健康診査等の領収書                  

 (2) 未使用の産婦健康診査受診票                

 (3) 相手方登録申請書  

       

 産婦健康診査費用助成金内訳  

健診等  受診日  医療機関名  領収書の金額  助成額  

１回目      

２回目      

合  計   

 

 

http://www.city.shibetsu.lg.jp/reiki/reiki_honbun/word/708360011.doc


 
様式第２号  

  

船橋市産婦健康診査費用助成金支給決定通知書  

   

 

    船橋市地保指令第  号 

 平成   年    月   日  

 様  

  

          船橋市長                     

                      

 平成   年   月   日付で受理した産婦健康診査費用助成金について、下

記のとおり支給を決定したので通知します。  

 

記  

 

１、支給決定額                  円  

 

 

 

  

 

 

 


